
教育委員会定例会会議録 

１ 日  時 令和元年６月２６日(水) 午後２時３０分～午後４時 

２ 場  所 伊東市役所高層棟４階中会議室 

３ 出 席 者 １番 髙橋 雄幸君  ２番 井上 靖史君   

３番 山本 香織君  ４番 沼田 芳美君 

５番 村上 惠宏君 

４ 参  与 教育部長 冨士 一成  次長兼教育総務課長 岸 弘美 

       教育指導課長 操上 俊樹  幼児教育課長 稲葉 祐人   

生涯学習課長 杉山 宏生 

５ 事 務 局 教育総務課課長補佐 太田 靖久  主事 杉山 詩乃 

６ 会議の経過 

教育長：ただ今から伊東市教育委員会６月定例会を開会する。議事に先立ち事

務局から報告を行う。 

 （事務局から出欠報告及び資料確認） 

教育長：それでは議事に入る。始めに５月定例会会議録の確認を行う。修正点

等はあるか。  

 （意見なし）  

教育長：会議録を原案どおり承認してよろしいか。 

（委員全員から賛成の声） 

教育長：承認が得られたので、５月定例会会議録は原案どおり決定する。会議

録の署名は井上委員にお願いする。 

教育長：それでは議事に入る。教育長報告を行う。６月定例会教育長報告事項

について、主な内容のみ説明を行う。 

５月２３日 伊東警察署伊東少年警察連絡協議会総会、いでゆ大学開校式、 



      運動会訪問（富戸小）、静岡大学（鎌塚教授等）来庁 

２４日 政策会議、交通指導員定期総会、伊東地区防犯協会総会、 

    伊東市体育協会代議員会 

２５日 運動会訪問（川奈小） 

   ２６日 ごみゼロ運動クリーン作戦、杢太郎会総会 

２７日 人事評価制度教頭面談 

２８日 人事評価制度教頭面談 

２９日 運動会訪問（八幡野小、大池小）、伊東警察署交通規制審議会、 

    幼稚園適正化計画準備委員会 

３０日 社会教育委員会、楽しく学ぶ子育て講座 

３１日 運動会訪問（旭小）、区長との情報交換 

６月 １日 運動会訪問（東小、西小、宇佐美小、池小、南小）、 

      三浦・伊東ヨットレース表彰式 

   ４日 教頭会（南小）、人事評価制度校長面談 

５日 人事評価制度校長面談 

６日 市幼稚園 PTA代表者会要望 

７日 東豆校長会・伊東熱海教頭会懇談会、民謡まつり貢声会来庁 

１０日 県教育長との懇談、伊東市校長会要望 

１１日 幼稚園教育講演会、市町対抗駅伝実行委員会 

１３日 MOA美術館館長来庁 

１７日 市長答弁調整、市職員組合保育園支部要望 

１８日 市議会本会議 

１９日 市議会本会議 

２０日 市議会本会議 



２１日 福祉文教委員会 

２２日 保育園グリーンバンク式典（伊豆栄光荻保育園）、 

    子どもお能教室修了証書授与式及び意見交換会 

２３日 津軽三味線小山貢寿香会発表会 

２４日 東豆地区事務職員幹事来庁、伊東ミュージカル劇団来庁 

２５日 校長会（富戸小）、伊東市青少年市民育成会議総会 

２６日 教育委員会定例会、田方地区教科書採択連絡協議会 

 以上で報告を終わるが、何か意見・質問はあるか。 

（意見・質問なし） 

教育長：それでは、各委員からの報告をお願いする。 

 （報告なし） 

教育長：それでは、議題に入る。議決事項、教議第１号「学校給食センターに

おける学校給食費の管理に関する規則の一部を改正する規則について」を議題

とする。 

 （岸次長兼教育総務課長から資料に沿って説明） 

教育長：ただいまの説明について、意見・質問はあるか。 

教育長：消費税が１０月に引き上げられることにより、給食費を引き上げるか

審議することを見込んでの改正か。 

岸次長兼教育総務課長：学校給食費に関しては、消費税が５％から８％へ引き

上げられた際は据え置きとした。食材料費、主に小麦粉・油・乳製品等の値上

がりも続いているため、１食分の必要な栄養素を計算していくと食材の調達が

難しく、以前から引き上げの話は出ている。１０月以降、消費税が１０％に引

き上げられ、栄養摂取量の確保がより難しい状況となるため、正式に透明化を

図りながら検討していきたい思いで改正とした。 



教育長：この件について確認する。教議第１号「学校給食センターにおける学

校給食費の管理に関する規則の一部を改正する規則について」は原案どおり承

認してよろしいか。 

 （委員全員から賛成の声） 

教育長：委員の皆様から承認が得られたので、教議第１号については、原案ど

おり決定する。 

教育長：次に、教議第２号「伊東市立学校教職員の人事評価に係る相談及び意

見の申出に関する取扱い要領について」を議題とする。 

（操上教育指導課長から資料に沿って説明） 

教育長：ただいまの説明について、意見・質問はあるか。 

委員：評価結果は直接本人に渡るのか。 

操上教育指導課長：一人ひとりに面接をしながら評価結果を伝えている。 

委員：県から要領のモデルが出たということは、相談・意見の申出が多いから

か。 

操上教育指導課長：伊東市では今まで１件も無い。静岡県でも東部では無いよ

うだが、今年度から評価結果を給与に反映することになるので、申出が出るこ

とも考えられる。 

委員：今までは給与等に影響していなかったのか。 

操上教育指導課長：静岡県では、教育行政に携わっている教職員は数年前から

期末勤勉手当に反映していた。校長及び教頭が今年度の６月期末勤勉手当から、

学校に勤務する一般の教職員が今年度の１２月期末勤勉手当から反映する。 

委員：評価は昇給・昇格にも影響が出るのか。 

操上教育指導課長：昇給等にも影響する。今後どのように反映するか静岡県教

育委員会から通知が来るかと思うが、現段階でも評価が昇給にも関わるとの通



知は来ている。 

委員：評価がよっぽど悪くなければそれほど給与に影響は出ないのか。 

操上教育指導課長：絶対評価でやるよう指導されているが、人が人を評価する

ため、学校長が教員一人ひとりの全ての日常を見ることはできないので、管理

職２人で情報交換等行いながら評価をしていく。普通に業務を行っていれば減

給になることはないと聞いている。 

委員：人が人を評価することは、それぞれの感性等もあるので本当に難しいこ

とだと思う。とてもシビアだと感じる。 

操上教育指導課長：この制度が施行されてから毎年研修に参加し、どのように

評価を行うか、公平な評価を行うためにどうしたらよいか指導を受けている。

ロールプレイングや面接の仕方、正確な判断の仕方等の研修を行う。こまめに

授業を見に行くことや学年主任とコミュニケーションを取ることで評価の材料

を集めるよう指導されている。 

委員：目標設定は感覚的ではなく数値化できるとお互い納得できるのではない

か。 

操上教育指導課長：なるべく目標の数値化をするよう指導は受けているが、教

員の仕事を数字で図ることができるのか、難しい部分である。 

委員：民間企業では以前からボーナスの査定があり、学校現場で今まで無かっ

たことに驚いた。頑張っている先生たちがしっかりと評価されボーナスに反映

することにより、もっとやりがいが出てくるのではないか。目標設定を数値化

することの難しさはとても感じる。 

教育長：子どもも先生との相性があったり考え方の違いがあったり、教育の世

界で評価する難しさは理解してもらいたいと思う。しっかり研修をしてこの制

度を良い方向に持っていきたい。 



教育長：この件について確認する。教議第２号「伊東市立学校教職員の人事評

価に係る相談及び意見申出に関する取扱い要領について」は原案どおり承認し

てよろしいか。 

 （委員全員から賛成の声） 

教育長：委員の皆様から承認が得られたので、教議第２号については、原案ど

おり決定する。 

教育長：次に、報告事項に入る。教報第４号「伊東市学校給食運営委員会設置

要綱の一部を改正する訓令について」を議題とする。 

 （岸次長兼教育総務課長から資料に沿って説明） 

教育長：ただいまの説明について、意見・質問はあるか。 

 （意見・質問なし） 

教育長：次に、教報第５号「伊東市病児保育専門員設置要綱について」を議題

とする。 

 （稲葉幼児教育課長から資料に沿って説明） 

教育長：ただいまの説明について、意見・質問はあるか。 

教育長：現在、病児保育専門員を設置しているのは玖須美保育園のみかと思う

が、今後増やす予定はあるのか。 

稲葉幼児教育課長：今年度の４月から玖須美保育園で始めたが、他の園からも

要望は出ているので、来年度増やしていけたらと思っている。 

委員：なぜ雇用期間は６月を超えない期間となっているのか。 

稲葉幼児教育課長：「伊東市臨時職員の給与、勤務時間並びに勤務条件に関す

る規則」に則っている。 

教育長：以上で報告事項を終了する。 

教育長：次に、その他に入る。「伊東市教育委員会 自己点検・評価報告書の



構成について」を議題とする。 

 （事務局から資料に沿って説明） 

教育長：ただいまの説明について、意見・質問はあるか。 

 （意見・質問なし） 

教育長：次に、その他「各課報告について」を議題とする。 

岸次長兼教育総務課長：教育総務課から２点報告を行う。１点目は、市議会常

任福祉文教委員会協議会を開催したので報告する。伊東市では、工事予定価格

が２，０００万円以上となる大規模な工事を行う場合、委員の方々に説明及び

報告を行うこととなっている。今年度、旭小学校校舎トイレ改修工事を予定し

ているため、５月３０日（木）に開催し、入札の前に委員の方々に説明を行っ

た。夏休み期間中に工事を行う予定である。 

 ２点目は、幼稚園教諭の採用試験申込み状況について報告する。申込期間は

６月１７日（月）から６月２８日（金）までとなっている。 

操上教育指導課長：教育指導課から生徒指導について報告する。問題行動につ

いては、小中学校共に報告件数は過去５年間で最も少ないが、学年で見ると小

学校では５，６年生、中学校では１年生に多い。小学校から中学校への接続の

部分なので、指導方法や状況等の情報交換を密にする必要があると感じる。ま

た気になる部分としては、ネットトラブルが３件報告された。内容としては、

知らない成人男性と直接会ってはいないが、SNS で繋がりを持っている状況で

ある。ネットトラブルは報告される部分のみではなく、隠れているものがある

かと思う。毎年ネットの怖さは指導しているが、強化していかなければいけな

いと感じる。いじめについては、重大事態には至っていないが、保護者から法

律を含めた対応を求められた事案がある。いじめ防止対策推進法が制定され、

いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある



と認めるとき、重大事態として対処することとなっている。重大事態なのかど

うかの判断が難しいが、保護者から法律を含む意見が出ることもあるので、学

校も法律に対して理解をしていかないといけないと感じる。不登校については、

小学校で昨年度と同程度、中学校では減少しているが、準不登校者は多くなっ

ている。完全に不登校に陥らないように、また、新規で不登校にならないよう

にすることが大事である。新学期で不適合を起こさないように十分配慮してい

かなければならないと感じる。 

稲葉幼児教育課長：幼児教育課から２点報告を行う。１点目は、待機児童の状

況について報告する。待機児童は、今年度４月時点で１１人となった。待機児

童を解消することはできなかったが、施設整備等により昨年度より大幅に減少

した。幼児教育の無償化の影響により、保育園の申込数の増加が見込まれるた

め、今後も必要に応じて施設整備や保育士確保の支援等を行い、待機児童の早

期解消に努めていきたいと思う。 

２点目は、幼児教育無償化の実施について、対象者や利用料等の具体的な案

を報告する。 

（稲葉幼児教育課長から資料に沿って説明） 

杉山生涯学習課長：生涯学習課から２点報告を行う。１点目は、事業報告とし

て、小学生の船の募集を締め切ったので報告する。８月２２日から２４日まで

２泊３可で実施し、市内の７校から小学生２４人、高校生の指導員は５人とな

った。高校生の指導員については、静岡県青少年指導者級別認定事業となって

いるため、沼津市の高校生が１人参加する。 

 ２点目は、生涯学習課庶務担当委員会の委員変更及び選出について報告する。

伊東市史編さん委員会の選出委員の変更と伊東市江戸城石垣石丁場跡保存活用

委員会の委員選出を行った。 



 （杉山生涯学習課長から資料に沿って説明） 

教育長：ただいまの報告について、意見・質問はあるか。 

委員：ネットトラブルについて、どのように SNS で繋がるか分かりにくいか

と思うが、実態として、今時は無料のオンラインゲームでも世界中の人とコミ

ュニケーションがとれる。色々な人と繋がってしまう可能性があり、危険性が

あると感じるが、学校だけでどうにかできることではないかと思う。ネット社

会であるので、なかなか難しい話かと思う。  

委員：幼児教育の無償化について、給食費の負担が発生するご家庭で今までよ

り負担が増えることもあるのか。給食費の徴収免除等は国の方針なのか。 

稲葉幼児教育課長：給食費については、年収３６０万円未満の世帯は徴収免除

対象となるため、負担が増えることは無い。国の方針では、所得が低い世帯の

給食費を徴収免除としているが、市の独自の施策として、５歳児の給食費を無

償とする。 

教育長：この件は、６月市議会定例会にて承認を受けて決定するのか。 

稲葉幼児教育課長：内容については、９月市議会定例会にて必要な条例改正や

予算要求等を行い、正式に決定となる。 

教育長：まだ市議会を通っていないため、決定ではないと承知しておいていた

だき、案として取り扱ってもらいたい。 

委員：給食費が学校よりも高いかと思うが、なぜか。 

岸次長兼教育総務課長：給食費は、小学校で４，３００円、中学校で５，３０

０円となっている。保育園では、昼食以外におやつも提供しているためではな

いかと思う。  

教育長：伊東市史編さん委員会について、いつまでを目安として、何をもって

終了し解散となるのか。 



杉山生涯学習課長：伊東市史編さん委員会については、２０年近くかけて色々

な本を制作してきたが、伊東市史通史編Ⅲを伊東市史本編の最終巻として制作

している。それが刊行して、冊子については一区切りかと思っているが、伊東

市史に関する資料が集まってきているので、取扱いや市民への公開方法等含め、

今後委員会をどのようにするかはまだ決まっていない。 

教育長：子どもたちに伊東の文化や歴史をしっかり伝承していきたいので、子

どもたちにも分かりやすいものを作ってもらえたら有難い。 

教育長：今後の日程について確認する。 

７月の定例会については、７月１０日（水）午後２時３０分から 

８月の定例会については、８月２３日（金）午後１時３０分からを予定して

いる。 

教育長：以上で伊東市教育委員会６月定例会を終了する。 

 

 

 

以上のとおり会議の次第を記録し、ここに署名する。 
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